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中国におけるIP特許保護の種類 

法律について 

特許 実用新案 

o 特実併願（発明と実用新案の二重出願） - 特許出願の係属中に実用新案によって発明の保護を可能に
する中国特許法（第9条) 

o  出願人は、実用新案及び発明特許の両方について、同日出願することができる。  
o 特実両方の登録は許可されていない - 特許が与えられたとき実用新案は放棄される  
o 特実併願が可能なその他の管轄区域：台湾、日本、ドイツ  
o 実案⇔特許を相互に変換する制度は中国にはない 

 

 期間：10年 
 実体審査はなし 
 保護：形状および構造
を有する製品 

 早期の権利化：6-12ヶ
月、その後は侵害に対
して権利行使を行うこ
とができる 

 保護期間：20年  
 実体審査を受ける  
 保護：形状および構造、
組成物、液体、気体、 
方法およびプロセスを有
する製品  

 審査には2.5〜4年かかる 
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中国の特実併願 - 背景 

特実併願の重要性 
o 侵害に対する出願戦略ルート - 中国において、侵害製品は、特許権が付与されるよりずっと前に市場に出回ります。 
特許権が付与されるまで実用新案で早期に保護を行うことは、ますます使用されつつある戦術です 

o 特実併願の内容は、競合他社分析を行う際、相手の正確な分析を行う上で、重要な特許を割り出す指標となります。 
 
 
 

特実併願 
戦略のメリット 

o 特許出願（2.5〜4年）と比較して実用新案（6〜12ヵ月）の係属期間が短いことで、発明を早期に実行可能となる 
o 実用新案で早期に保護を開始し、付与された特許を継続することにで、より長期間保護することができる 
o 組織が製品（発明）を開発し続けていく中で、より柔軟性が生まれる 

 
 
 

知財担当にとっての 
悩みは？ 

o 特実併願された特許と実案は、同日に、同じ出願人によって出願されますが、公報は異なる日に発行されます。 
年、月をまたぐ場合があれば、同じ週に出ることもあります。 

o 総特許出願の2％、総実用新案出願の14%ほどが特実併願です。 
o 約90％、特許出願が最初に公開され、その後に対応する実用新案が公開されます。 
o 特許と実案の間に明白なリンクはなく、したがって、それらは同じ発明に関連していますが、異なるパテントファミリになります 
o リンクしてファミリーにするリクエストは長期にわたりありましたが、タイムリーかつ包括的な解決策は（現在まで） 
ありませんでした 
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実例：公報の全範囲をカバーしています 
実用新案は特許出願の1年前に公開されています 

出願日: 16/11/2014 
同一出願人  
同一発明者 

公報の発行日は異なります 
CN U -13/05/2015 (半年後) 

CN A- 18/05/2016 (18ヵ月後) 

特許 実用新案 
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実例：公報の全範囲をカバーしています 
実用新案と同じ日付に公開された特許出願 

出願日: 16/11/2014 
同一出願人  
同一発明者 

実用新案のESMタグ – 特実併願を示す 
唯一のサイン。どれかは書いていない。 
常に存在するとは限らない 

特許 実用新案 

公報の発行日も同じ 
04/03/2015 
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中国の特実併願 – 多いテクノロジー分野 

B01D 物理的または化学的方法または装置一般 – 分離 
B23K ハンダ付またはハンダ離脱；溶接； 
B23P 金属の他の加工；複合作業；万能工作機械 
B29C プラスチックの成形または接合；可塑状態の物質の成形一般；成形品の後処理 
B65B 物品または材料を包装するための機械，器具，装置または方法 
B65D 物品または材料の保管または輸送用の容器 
B65G 運搬または貯蔵装置，例．荷積みまたは荷あげ用コンベヤ；工場コンベヤシステム；空気管コンベヤ 
C02F 水，廃水，下水または汚泥の処理 
F16K 弁；栓；コック；作動のフロート；排気または吸気装置                               
F24F 空気調節；空気加湿；換気；しゃへいのためのエアカーテンの利用（温室換気用装置 
G01N 材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析 
G01R 電気的変量の測定；磁気的変量の測定 
H02K 発電機，電動機 

30-01-2018 23-01-2018 
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中国の特実併願 – TOP企業 

Merged applicant data for publication 
dates of  23rd and 30th January 2018  
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中国の特実併願についてのClarivate Analyticsのソリューション 

機能更新の概要 

o 2018年1月から公開された公報について、2018年以前に公開された公報のフロントページと照合します 
o 大規模で多様なデータセットで訓練された選択アルゴリズムに加え、専門家チームの言語および技術ス
キルによりあいまいさを排除し、不正確なデータを除去します 

o 特実併願は、特許と実案のうち、後に公開された際に特定され、ファミリーに紐付けられます。時間が
かかっている他社のソリューションとは異なり、公開から数日のうちにファミリに組み込まれます。 

o 後で公開された公報に対してDWPIの付加価値情報である優先権情報が追加され、同じファミリに追加
されます。両方の公報に同じ外国優先権情報が含まれる場合も同じDWPIファミリになります 

 
 
 
 
 
 
 

DWPIによる 
ソリューション 

o 特実併願のデータにより、DWPI特許ファミリーの価値はさらに高まります。特許と実案の別々の要素
を１つのファミリーに統合できることで、発明の統計分析をより正確に行うことができます。 

o 機械のみでなく人間がサポートし作成しているため、公報の発行から数日以内という最もタイムリーな
解決策を提供します 

o 最も包括的なソリューション：データ照合は、すべてのバックファイルから行います 
o 正確性 – 専門チームがIPC、図面、クレームの内容などの複数の要素を活用して類似点と相違点を分
析・比較し、正しいペアを決定します 
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中国の特実併願-  DWPI特許ファミリー -  Derwent Innovation 

特実併願は # non conventional 対応特許として記載 
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12 中国の特実併願- STN において 

CN 実案の情報– DWPI特許ファミリーに属しています 

中国二重出願による優先
権主張データの追加 

CN U は Non Convention  
対応特許として # 記載で
ファミリーに含まれてい
ます 

DWPI Patent Family  
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ファミリー 

DWPIのファミリーとは 

 

 
 

INPADOCファミリー 
 ・ 直接・間接に関わらず全ての優先権番号でリンクし、ファミリーを作成する 
 

DWPI ファミリー 
 
・DWPIのガイドラインと人の判断により、 
発明内容が同じと判断されたものからファミリー
を作成する。 
 
–1発明１レコード１ファミリー  
– Basic特許と共通の優先権番号を持つ特許を
ファミリーとしてリンク 
– パリ条約優先権に基づかない(non- 
conventional)出願の一部もファミリーとしてリンク 
 

-  特許の内容(技術)に着目したファミリーの概念を提供 
• INPADOCは、優先権主張番号に着目してファミリーを区分。DWPIではさらに、 
技術内容を精査してファミリーを区分。技術的な観点での発明件数が把握可能に。 

優先権番号 P3 公報D5 

優先権番号 P3 優先権番号 P2 公報D4 

優先権番号 P1 公報D3 

優先権番号 P2 優先権番号 P1 公報D2 

優先権番号 P1 公報D1 

 

 
 

ファミリー 1 

ファミリー 2 

ファミリー 3 

  

優先権番号 P2 
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INPADOCファミリー 

DWPIのファミリーとは 
DWPIファミリー: Non-Conventional対応特許 

US 
特許出願 
優先権 

英国 
特許出願 
 
 

日本 
特許出願 
 
 

US 
 
公開公報 

英国 
 
公開公報 

日本 
 
公開公報 

英国 
登録特許
公報 

US 
登録特許
公報 

出願 他国へ出願 公開公報 登録公報 

- 技術的観点からみた１発明をファミリーとして含む 

•優先権主張番号に基づかない特許も、出願人や図面・クレーム内容を参照し、 
人の判断によってファミリーに含める処理を行っている。 

12month 18month 
DWPIファミリー 
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DWPIのファミリーとは 
DWPIファミリー: Non-Conventional対応特許 
パリ条約優先権に基づかない対応特許 
パリ条約優先権に基づかない特許 
12ヶ月の優先権主張期間を過ぎてからの出願 
 
編集チームの知的判断により決定する 
  選択判断基準: 
非居住発明者・出願人によるもので、外国の優先権主張が行われていない特許出願 
発明者名や国の居住情報 
主題内容 (タイトル, 抄録, クレーム, IPCs) 
発明の図面や図表 
 
中国の特実併願の実用新案 ←New! 
 
毎週約300件以上 
現在31万件以上を収録   (2018年3月現在) 
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DWPIにおける中国の特実併願 - 機械学習とヒューマン・エキスパートの統合 

機械による選択 人間による分析 
 

 特許情報エキスパート
チームのサポート  

選択基準（大量のデータを 
専門チームが分析した結果
に基づく）： 

 同一出願人と同一出願日 
 発明者名 
 分類 
 完全な時間範囲 
 追加基準： 
クレーム数、図面数等 

o 洗練された選択  
o あいまいさを解決する  
o 不正確さを排除する  
o 必要に応じて、新しい
アルゴリズムのルール
や修正案を提案する  

o 公開後数日以内に分析
を完了し、タイムリー
に特許ファミリーを作
成する 

o PCTの特実併願について
は、ペアリング後にパ
テントファミリーを組
み替えるため、エディ
トリアルによる作業が
必要な場合があります 

o 中国の国内出願に関す
る特実併願データにつ
いても、パテントファ
ミリーの組み換えが必
要な場合があります 
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17 実例：人による分析は、あいまいさを取り除くために不可欠です 

Publication Number 特許 CN105458595A CN105458594A CN105458593A CN105479082A CN105499785A CN105522313A 

Application Date 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 

Publication Date 06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016 13/04/2016 20/04/2016 27/04/2016 

Assignee - Original 
Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Inventor - Original LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi 

IPC - Current 
 
B23K003704 B23K003704 B23K003704 B23K003704 B23K002012  B23K002026 B23K003704 

Publication Number実用新案 CN205464953U CN205464957U CN205464954U CN205464951U CN205464950U CN205520060U 

Application Date 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 

Publication Date 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 31/08/2016 

Assignee - Original 
Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Chongqing Anbixin Automotive Air 
Intake System Co. Ltd. 

Inventor - Original LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi LI, Ke-zhi 

IPC - Current 
B23K003704 
B23K010110 B23K003704 B23K003704  B23K002012 

B23K003704  B23K002010 
B23K002026 B23K003704 

B23K002010  B23K002012  
B23K002026  B23K003704 

同じ日に公開された5つの実用新案ですが、それぞれ、以前に公開された6つの特許
出願と酷似しています。実用新案と特許を正確にマッチさせています。 
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実例： ペアリングには時間が必要になるケースがあります 
後から公開される公報により決定できるケースがあります 
22nd June 2016 

Publication Number 
CN105499992A 

 
CN105499991A 

 
CN105537909A 

 
CN205335156U 

(ESM) 

Application Date 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 

Publication Date 20/04/2016 20/04/2016 04/05/2016 22/06/2016 

Assignee - Original 
Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Inventor - Original JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo 

IPC - Current B23P002100 B23P002100 B23P0019027  B23P002100 B23P002100 

Front page image 
 
 
 
 

2016年6月22日に公開された実用新案は、これまでに公開された3つの特許出願のいず
れかと一致する可能性があります。ペアリングの決定は、次のスライドが示すように、
2つの実用新案の発表を予見できませんでした。 
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実例:  
新たな情報が追加されたときには、後からファミリーの組み換えが必要になる場合もあります  
(新たな情報: 6th July 2016) 

Publication Number 
CN105499992A 

 
CN105499991A 

 
CN105537909A 

 
CN205335156U 

(ESM) 
CN205342422U 

(ESM) 
CN205363196U 

(ESM) 

Application Date 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2016 

Publication Date 20/04/2016 20/04/2016 04/05/2016 22/06/2016 29/06/2016 06/07/2016 

Assignee - Original 
Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Ningbo Xinbang Tool Co. 
Ltd. 

Inventor - Original JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo JIANG, Chang-guo 

IPC - Current B23P002100 B23P002100 
B23P0019027  
B23P002100 B23P002100 B23P002100 

B23P0019027 
B23P002100 

Front page image 
 
 
 
 

6月22日以降に公開された2つの実用新案により、特許ファミリーの組み換えが必要性になる場合があります。 
注：同一出願人および同一発明者により、同日に23の他の特許および実用新案が提出されており、最後は
2016年8月17日に公開されています。 
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20 中国の特実併願-  サンプル①異なるIPCの例 

特実併願でも異なる
IPCが付与されてい
る例 

アルゴリズムは一致し
ますが、異なるIPC
のために人間の分析
によりペアが選択され
ます 

特許 実用新案 
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中国の特実併願-   サンプル① 異なるIPCの例 

クレームは同一です。段落番号を除き、詳細
な説明も同じです。 
そのため、ペアは有効です。 

特許 実用新案 
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中国の特実併願-   サンプル① 異なるIPCの例 

併願の優
先権主張
データ 

併願の優
先権主張
データ 

特許 実用新案 
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中国の特実併願 – サンプル② 発明者が異なるケース 

異なる発明
者が入って
いる 

機械では同一と認定されまし
たが、発明者が異なるため人
間による分析に回されました。 
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請求項はすべて同文 

中国の特実併願 – サンプル②  発明者が異なるケース クレームの数と内容
は同一です。ペアは
正しいものとして検
証されました 
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中国の特実併願 – サンプル②  発明者が異なるケース 

non-conventional 対応特許とし
て追加されている 

INPADOCファミリー
にはない 
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中国の特実併願 – サンプル③ フロントページの図面が異なるケース 

主な書誌事項の詳細は同じで
機械では同一と判定しました
が、フロントページの図面が
異なるため、人間による分析
に回されました。 

フロント
ページ図面
が異なる 
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すべての図面が完全に一致しています 

中国の特実併願 – サンプル③ フロントページの図面が異なるケース 
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請求項が同一です。両方の特許に同じ4つの図面があり、フロントページには
異なる図面が選択されています 

クレームの数と内容
は同一です。ペアは
正しいものとして検
証されました 

中国の特実併願 – サンプル③ フロントページの図面が異なるケース 
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中国の特実併願 – サンプル③ フロントページの図面が異なるケース 

non-conventional 対応
特許として追加され
ている 

INPADOCファミリー
にはない 
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30 中国の特実併願-引用カテゴリの“R”は特実併願のみに付与されるものではない 
“R“が付与されているが、特実併願ではないケース 
 

CN107288389A cites 
CN107338694A with 
category R 
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31 他機関・他社とClarivate Analyticsのソリューションの違い 

EPO によるINPADOCの 
ソリューション 他社 

o 中国の特実併願のための非従来の 
特許ファミリー。 

o INPADOCの引用カテゴリー”R”を使用
して、INPADOC特許ファミリーにお
ける特実併願関係を確定しています。 

o そのため、ファミリーの質は引用
データに依存しています。 

o 実用新案の放棄に対する法的状況
コード”CNC25”の使用（二重特許を避
けるために必要） 。 
 

弱点:  
o 引用カテゴリー”R”は、必ずしも特実
併願とは関連していない場合もあり
ます。 

o 引用カテゴリー”R”は、サーチレポー
トが公開された後、つまり公報発行
のずっと後(月または年)になります。 

o [放棄]の法的状況コードは、登録段階
で可能となるため遅くなります。ま
たは、特許が登録されなければ出ま
せん。 

o アルゴリズムが不明確  
o 機械作業 – 人的処理無し 
o およそ2/3しか処理されておらず、公開日か
ら予測できない遅延が発生している。 

o ほとんどのデータベースは、中国の特実併願
についてIPPHデータを使用しています。 

 
弱点:  
• 1つの実用新案が複数の特許出願と組み合わ
されていたり、１つの実案が複数のファミ
リーに属している場合も存在しています。 

• 公開後、タイムリーにペアリングされたレ
コードはほとんどなし。データにはかなりの
遅延があります。 
 
 
 

Clarivate Analyticsのソリューション  

o 特実併願をDWPI特許ファミリーのnon-
convention 対応特許として組み込みます。 

o タイムリーな作成 - 包括的な特実併願の
ファミリーは、公開日後数日以内に作成さ
れます。 

o 機械サーチのアルゴリズムは、サポート
チームとパテントファミリーのエキスパー
トからのフィードバックを通して継続的に
改善していきます。 

o エキスパートチームによるパテントファミ
リーの追加サポートにより、曖昧さを排除
し、分割出願やPCTのような複雑なケース
に対応しています。 

o それぞれの公開日までのすべてのバック
ファイルのレコード情報から比較/照合した
包括的なソリューション。 

 
弱点: 
特実併願の編集開始は2018年1月からです。 

DWPIの収録は2018年以降ですが、それ以前の併願については、INPADOC情報(CNC25) 
または引用情報“R”を参照していただけます 31 
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中国の特実併願- 他ソリューションとの差別化ポイント 

タイムリー 
な提供 

包括的なデータ 人的サポート DWPI特許ファミリー 
の強化 

Clarivate 
o DWPIパテントファミリーには、
実案か公開のうち後のものが
公開されてから数日以内に2
つの出願のペアが表示されま
す 

o 2018年1月から開始 
 
 
 

競合他社のソリューション    
o 特実併願のペアリングは、公
開後、何週間/何年も後に
なってから作成されることがあ
ります。一部のデータは、何週
間/何ヶ月か後になって公開
されることがあります。 

Clarivate 
o それぞれの公開日までのすべ
てのバックファイルのレコード情
報から比較/照合します。 

o PCT出願を伴った、同一内
容の実用新案にも対応 

 
 
 
競合他社のソリューション 
o いくつかのソリューションは特実
併願に対応してない、対応し
ていてもかなりのギャップを有
する（例えば、2番目に公開
された構成要素が特許出願
でペアを構成していなかったり、
PCT出願のためのペアを構成
してないなど） 

Clarivate 
o 熟練したエキスパートチームによ
り継続的に改良されたアルゴリズ
ムと人間の知的選択により組み
合わせを行います。 

o 人間の分析サポートはあいまい
さを取り除き、誤ったペアを排除
します 
 
 
 

競合他社のソリューション 
o 多肢選択肢および/または 
間違ったペアを生成するアルゴリ
ズムを使ったソリューション 

o アルゴリズムは、有効なレコード
を排除する制限基準（例えば、
IPC、発明者、図面）を含むか
もしれません。 

Clarivate 
o ファミリーの価値を統合する 
o ダブルカウントを排除することにより、よ
り信頼性の高いデータ分析を容易に
します。 

o 実用新案データの編集プロセスの合
理化：特許出願やベーシック特許に
ついて以前に作成された価値が実用
新案に適用 

o 特許出願が2番目に公開されたペア
については、実用新案に基づく以前の
コンテンツに対して、ファミリーの付加
価値が特許出願を反映するように強
化される 
 
 

32 
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o 特実併願データに対する対策は、 Clarivate Analyticsがコンテンツリーダーであることを維
持し拡張するというビジネスへのコミットメントを証明します 

o より完全なデータとなることでDWPIのパテントファミリーの価値はさらに高まります 
o 中国国内の公開日2018年1月23日以降から開始し、2018年1月1日まで遡及します(2018年

3月完了見込み)。 
o PCT出願を伴った中国特実併願は、2018年の最初のPCT発行から収録します(2018年3月完
了見込み)。 

o 2018年以前のバックファイルデータの特実併願の識別には、別の解決策が必要となり、 
プロジェクトのフェーズ2 (時期は未定)にて行う予定です。 

中国の特実併願 - まとめと次のステップ 

33 
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